
 

   柏 市 公 金 管 理 運 用 基 準  

 

１  目 的  

  こ の 基 準 は ， ペ イ オ フ の 解 禁 に 伴 う 柏 市 の 公 金 の 適 正 な 管 理 運  

 用 を 図 る た め に 定 め る 。  

２  公 金  

  公 金 と は ， 柏 市 の す べ て の 会 計 （ 一 般 会 計 ， 特 別 会 計 ， 公 営 企  

 業 会 計 ） に 係 る 歳 計 現 金 ， 歳 入 歳 出 外 現 金 ， 基 金 等 を い う 。  

３  公 金 の 管 理 運 用  

 (1) 公 金 の 管 理 運 用 は ， 安 全 性 を 最 優 先 と し て 最 も 確 実 か つ 有 利  

  な 方 法 で 図 る も の と す る 。  

 (2) 歳 計 現 金 及 び 歳 入 歳 出 外 現 金 に つ い て は ， 資 金 収 支 計 画 に 基  

  づ き 支 払 準 備 金 に 余 裕 が 生 じ た 場 合 に 運 用 を 図 る も の と す る 。  

 (3) 基 金 に つ い て は ， 目 的 及 び 繰 替 運 用 に 対 応 で き る よ う 確 実 か  

  つ 効 率 的 な 運 用 を 図 る も の と す る 。  

４  運 用 方 法  

  運 用 に あ た っ て は ， 金 融 機 関 へ の 預 貯 金 の 他 ， 元 本 の 償 還 及 び  

 利 払 い が 確 実 な 国 債 ， 政 府 保 証 債 及 び 地 方 債 に よ る 運 用 を 図 る 。  

  ま た ， ペ イ オ フ 対 応 の 観 点 か ら ， 金 融 機 関 の 分 散 化 を 図 る と と  

 も に 全 額 保 護 と な る 決 済 用 預 金 で の 運 用 も 活 用 す る 。  

  な お ， 制 度 融 資 に 係 る 預 託 金 に つ い て は ， 原 則 と し て 決 済 用 預  

 金 で 預 託 す る 。  

５  預 貯 金 に よ る 運 用 対 象 金 融 機 関 の 選 定  

 (1) 運 用 対 象 金 融 機 関 に つ い て は ， 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 常 に  

  情 報 を 把 握 し ， 選 定 す る 。  

  ア  自 己 資 本 比 率  

    海 外 に 支 店 を 有 す る 金 融 機 関 に あ っ て は 国 際 統 一 基 準 の ８  

   パ ー セ ン ト 以 上 ， 国 内 に の み 支 店 を 有 す る 金 融 機 関 に あ っ て  

   は 国 内 基 準 の ４ パ ー セ ン ト 以 上 で あ る こ と を 目 安 と す る 。  

  イ  格 付 機 関 に よ る 信 用 格 付  

    格 付 機 関 が 公 開 す る 格 付 情 報 が ， 投 資 適 格 等 級 以 上 で あ る  

   こ と を 目 安 と す る 。  



  

  ウ  経 営 情 報 ･財 務 情 報 ・ 株 価 等  

    経 営 情 報 ， 財 務 情 報 及 び 株 価 等 の 動 向 を 注 視 す る 。  

 (2) 上 記 （ １ ） 以 外 で は ， 地 域 経 済 振 興 の 一 環 及 び 公 金 収 納 取 扱  

  状 況 に つ い て 考 慮 し ， 下 記 （ ３ ） の 範 囲 内 で 適 宜 ， 運 用 対 象 金  

  融 機 関 を 選 択 す る こ と も 可 能 と す る 。  

 (3) 金 融 機 関 へ の 預 け 入 れ 総 額 は ， 原 則 と し て ， 柏 市 が 当 該 金 融  

  機 関 か ら 借 り 入 れ て い る 証 書 借 入 額 を 超 え な い こ と と す る 。  

   た だ し ， 運 用 対 象 機 関 の 安 全 性 が 十 分 に 確 保 で き ， か つ 預 け  

  入 れ 条 件 が 著 し く 有 利 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 は ， 証 書 借 入 額  

  を 超 え て 預 け 入 れ を す る こ と が で き る 。  

   こ の 場 合 に お い て ， 次 の 条 件 を 満 た す こ と と す る 。  

  ア  選 定 の 考 え 方 は ， 基 準 ５ （ １ ） に 加 え ， 原 則 と し て 複 数 の  

   格 付 機 関 に よ る 信 用 格 付 を 取 得 し ， い ず れ も Ｂ Ｂ Ｂ ＋ 以 上 で  

   あ る こ と 。  

    た だ し ， 農 業 協 同 組 合 に つ い て は Ｊ Ａ バ ン ク 基 本 方 針 の 基  

   準 を 満 た す こ と 。  

    ま た ， 信 用 格 付 を 取 得 し て い な い 場 合 は ， 資 本 支 援 を 受 け  

   ら れ る 系 統 金 融 機 関 等 の 信 用 格 付 が Ｂ Ｂ Ｂ ＋ 以 上 で あ る こ と 。  

  イ  当 該 預 け 入 れ に 係 る 支 払 利 率 が ， 過 去 １ 年 以 内 に 会 計 管 理  

   者 が 証 書 借 入 額 の 範 囲 内 で 行 っ た 全 て の 預 け 入 れ に 比 し て ３  

   割 増 相 当 以 上 の 利 率 で あ る こ と 。  

  ウ  預 け 入 れ の 上 限 額 及 び 期 間 に つ い て は ， 基 金 残 高 及 び 資 金  

   収 支 見 込 等 を 勘 案 し ， 財 政 課 及 び 基 金 所 管 部 署 の 認 め る 範 囲  

   内 で 行 う こ と 。  

６  指 定 金 融 機 関 に お け る 普 通 預 金 に よ る 運 用  

 (1) 指 定 金 融 機 関 に お け る 会 計 管 理 者 名 義 の 普 通 預 金 口 座 に つ い  

  て は ， 次 の 各 号 の 条 件 を す べ て 満 た す 場 合 に 限 り ， 決 済 用 普 通  

  預 金 か ら 普 通 預 金 へ の 切 替 を 行 い ， 運 用 す る こ と が で き る 。  

  ア  普 通 預 金 金 利 が 年 0.1％ 以 上 で あ る こ と  

  イ  複 数 の 格 付 機 関 に よ る 信 用 格 付 け が A－ 以 上 で あ る こ と  

  ウ  バ ー ゼ ル Ⅲ 規 制 の 以 下 の ４ 指 標 を す べ て 達 成 し て い る こ と  

   ①  自 己 資 本 比 率 （ 国 際 基 準 ） 10.5％ 以 上     

   ②  レ バ レ ッ ジ 比 率  3％ 以 上     



  

   ③  流 動 性 カ バ レ ッ ジ 比 率  100％ 以 上     

   ④  安 定 調 達 比 率  100％ 以 上  

 (2) 前 項 の 条 件 を 満 た さ な い 場 合 ， ま た は 危 機 管 理 上 の 措 置 が 必  

  要 な 場 合 に は ， 速 や か に 決 済 用 普 通 預 金 へ 切 替 を 行 い ， 預 金 の  

  全 額 保 護 を 優 先 す る も の と す る 。  

７  金 融 機 関 破 綻 時 の 公 金 預 金 の 保 護 対 応 策  

  金 融 機 関 が 破 綻 し ， ペ イ オ フ が 発 動 さ れ た と き は ， 第 一 に 当 該  

 金 融 機 関 に 対 す る 柏 市 の 預 金 債 権 と ， 当 該 金 融 機 関 に 対 す る 柏 市  

 の 証 書 借 入 に よ る 借 入 金 （ 地 方 債 等 ） 債 務 と の 相 殺 を 活 用 す る 。  

８  補 則  

  こ の 基 準 は ， 公 金 の 管 理 及 び 運 用 が 金 融 状 況 や 社 会 経 済 状 況 の  

 実 情 に 即 す る よ う ， 適 宜 ， 見 直 し を 図 っ て い く も の と す る 。  

 

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 基 準 は ， 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

 （ 柏 市 ペ イ オ フ に 伴 う 公 金 の 管 理 に つ い て （ 基 本 方 針 ） の 廃 止 ）  

２  柏 市 ペ イ オ フ に 伴 う 公 金 の 管 理 に つ い て （ 基 本 方 針 ） （ 平 成 １  

 ４ 年 ４ 月 １ 日 適 用 ） は ， 平 成 １ ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 廃 止 す る 。  

  附  則  

こ の 基 準 は ， 平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 基 準 は ， 平 成 １ ８ 年 ９ 月 ６ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ２ 年 ３ 月 １ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 基 準 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 基 準 は ， 平 成 ３ ０ 年 ５ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 基 準 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 基 準 は ， 令 和 ８ 年 １ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  


